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■先生の研究分野を教えてください。
　大きく分けて２つの研究をおこなっています。
　一つ目がタンパク質工学の研究で、特に酵素の安
定性及び基質認識機構について研究を行っていま
す。天然由来の酵素は、我々がそのまま利用を試み
ても、思うような安定性や効率性を得ることが難し
い等の問題があります。これを人為的に改変するこ
とで安定化、効率化させる事を目指しています。
　もう一つが生命機能工学です。
　この研究は、生命機能を使って有用な物質を作る
ことで、今話題となっているバイオマスエネルギー
の研究も含まれています。
　バイオマスエネルギーとは、広い意味では化石燃
料以外のもの全てを指すため非常に幅広いですが、
私が研究しているのは、水素、メタン、藻類、炭化水
素等燃料の効率的生産です。
　バイオマスエネルギーの研究は、エコロジーの観
点から様々な場所で話題となっておりますが、石油
に変わるエネルギーとして実用化するまでにはＥＰ
Ｒ※についての課題を解決しなければなりません。
これは１のバイオマスエネルギーを作り出すため
に、２の石油を利用していては何の意味も無いから
です。
　バイオマスエネルギーは、まだまだ研究途上であ
り、このようなケースが多く見受けられます。
　しかし、石油は有限と言われ、長期的には高騰化
することが想定されるので、将来的にはバイオマス
エネルギーが主力となる可能性は十分にあると思い
ます。そのためにも経済性のあるバイオマスエネル

ギーの研究を進めているところです。

■具体的な課題を教えてください。
　例えば、木材はハードバイオマスと呼ばれ、リ
グニン構造が強固なためバイオマスエネルギー
にすることが最も困難と言われています。
　これは、木材に含まれる「セルロース」と「ヘミ
セルロース」をバイオマス燃料にするためには先
ずリグニンを分解する必要があるからです。
　リグニンは、硫酸等で化学的に分解すること
が可能ですが、中和が必要となるため発酵残渣
の処理等が必要となり結果的にコスト高になり
ます。
　そのため、他の方法でリグニンを分解すること
が求められています。

■課題を解決するための方法を教えてください。
　そこで、研究を進めているのがキノコ廃菌床でリ
グニンを分解することです。
　現在、キノコの国内生産は約40万トンで、そこから
約100万トンの廃菌床が発生しています。この廃菌
床の多さがキノコ産業の経営を圧迫しており、廃菌
床を燃料源として再利用することがキノコ産業を守
ることにもつながります。また、この過程での針葉樹
廃棄物の利用も行っています。
　バイオ燃料の生産後にも、発酵残渣が残るので、

これの高付加価値化も試みています。従来の焼却処
分や堆肥への利用だけでは低価値しか得られない
からです。
　これにより、ハードバイオマスの循環が生まれ、
経済性のあるバイオマスエネルギーシステム（図１）
が構築されるものと考えております。

※ EPR（Energy Profit Ratio）
投入エネルギー量をＩ、得られるエネルギーをＥとすれば、
Ｅ／Ｉの値のこと。少なくとも２以上は欲しい。

　このコーナーは、「地元大学と中小企業の橋渡しのきっかけ」にと、山梨大学の先生と研究を
紹介するために企画されたものです。
　紹介にあたっては、中央会の職員が大学の研究室におじゃまし、できるだけ分かり易い言葉
で記事を書くようにしています。そのため、研究内容が正確に伝わらない場合がありますが、ご
容赦下さい。

生物活用を基盤とした経済的バイオマス産業の開発

●宇井先生の研究などについてのご相談がありましたら、山梨大学　産学官連携・研究推進機構
　（TEL：055-220-8755，FAX：055-220-8757）までお気軽にご連絡下さい。

ただいま、研究中!

山梨大学　研究室訪問

●山梨大学大学院医学工学総合研究部

　農学博士　宇井 定春 教授

第31回
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　今回の震災を理由に雇用する労働者を解雇・雇止めすることはやむ
を得ない対応として認められるのでしょうか。

　震災を理由とすれば無条件に解雇や雇止めが認められるものではあ
りません。また、今回の震災の影響により、厳しい経営環境に置かれてい

る状況下においても、出来る限り雇用の安定に配慮していただくことが望まれます。
　解雇については、法律で個別に解雇が禁止されている事由（例：業務上の傷病に
よる休業期間及びその後30日間の解雇（労働基準法第19条）等）以外の場合は、労
働契約法の規定や裁判例における以下のようなルールに沿って適切に対応する必
要があります。
①期間の定めのない労働契約の場合
　労働契約法第16条では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上
相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とす
る。」と規定されています。
　また、整理解雇（経営上の理由から余剰人員削減のためになされる解雇）につ
いては、裁判例において、解雇の有効性の判断に当たり、⑴人員整理の必要性、⑵

解雇回避努力義務の履践、⑶被解雇者選定基準の合理性、⑷解雇手続の妥当性、
という４つの事項が考慮されており、留意が必要です。
②有期労働契約（期間の定めのある労働契約）の場合

※パートタイム労働者や派遣労働者に多く見られる契約形態です。
　労働契約法第17条第１項では、「使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを
得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を
解雇することができない。」と規定されています。
※有期労働契約期間中の解雇は、期間の定めのない労働契約の場合よりも、解雇の有効性
は厳しく判断される点に留意が必要です。

　また、裁判例によれば、契約の形式が有期労働契約であっても、期間の定めの
ない契約と実質的に異ならない状態に至っている契約である場合や、反復更新
の実態、契約締結時の経緯等から雇用継続への合理的期待が認められる場合
は、解雇に関する法理の類推適用等がされる場合があります。個別の解雇・雇止
めの当否については最終的には裁判所における判断となりますが、これらの規定
の趣旨や裁判例等に基づき、適切に対応されることが望まれます。
　なお、個別の事案につきましては、各都道府県労働局等に設置されている総合
労働相談コーナーにおいて、民事上の労働問題に関する相談・情報提供等を行っ
ておりますので、必要に応じてご活用ください。

労働基準法等に関するＱ＆Ａ（第３版）

震災に伴う解雇について
●平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働関連情報
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